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◎辞退月以降の全ての利用承認が取り消しとなります（７月から辞退した場合、７月から翌年３月までの全ての  

利用を辞退することとなります）。辞退をした後で、特別延長保育が必要となった場合は、改めて特別延長保育

の申請が必要です。 

◎辞退届は、辞退する月の前月末日までに提出してください。 

◎この申請は、スマートフォン等からオンライン申請が可能です。  8年度オンライン申請はこちら➡ 

 

 

辞退入力前承

認している月 

(○をする) 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

            

（収受印） 

点 検 

担 当 

処理欄 

室コード  個人コード  

 （データ入力処理） 

 

・    ・ 

処理者 備考欄
 

  

 

第３号様式の９（第２条の６関係） 

    学童保育室特別延長保育辞退届 

（提出先） 

足立区教育委員会 

申請年月日       年    月    日 

   
ふりがな  

保護者名                                              

住  所 足立区                                      

電話番号      (           )            

 

学童保育室特別延長保育の利用について、下記のとおり辞退します。 

記  

 
ふりがな  

    
児童名  

辞退月     年    月 から辞退 

学童保育室 

学年 

      年 

 


